
   特別養護老人ホーム整備費補助金交付要綱  

（総則）  

第１条  特別養護老人ホームの整備に要する費用に対する補助金の交付につい

ては、補助金等交付規則（昭和 47年横須賀市規則第 33号。以下「規則」とい

う。）に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

（補助対象者）  

第２条  補助金の交付を受けることのできる者は、次のいずれかに該当する社

会福祉法人とする。  

 (１ ) 市内に特別養護老人ホームを新設する者  

 (２ ) 市内の既存の特別養護老人ホームを、増築により増床する者  

 (３ ) 市内の既存の特別養護老人ホームを、特別養護老人ホームの設備及び運

営に関する基準（平成 11年厚生省令第 46号）第 32条に規定するユニット

型特別養護老人ホームに改修する者  

 (４ ) 市内の既存の特別養護老人ホーム及び併設の短期入所生活介護事業所で、

多床室を入所者のプライバシー保護のために改修する者  

（補助対象経費）  

第３条  補助対象となる経費は、特別養護老人ホームの新設又は改修に要する

工事費及び事務費（当該工事の施行に必要な旅費、消耗品費、通信運搬費、

印刷製本費、設計監督料等をいう。）とする。  

２  次に掲げる費用については、補助の対象としない。  

 (１ ) 土地の買収又は整地並びに造園及び道路敷設に要する費用  

 (２ ) 門、柵及び塀の設置、改修等に要する費用  

 (３ ) 職員宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する費用  

 (４ ) その他施設整備として適当と認められない費用  

（補助金額）  

第４条  補助金の額は、予算の範囲内において、次に定める金額のうちいずれ

か低い額の範囲内とする。ただし、算出した額に  1,000円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てる。  

 (１ ) 交付基準額  

  ア  特別養護老人ホームを新設する場合    200万円×整備床数（当該特別

養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の整備床数

を含む。）  

 

 



  イ  特別養護老人ホームを増床する場合  100万円×整備床数  

  ウ  居室が個室である特別養護老人ホームをユニット型特別養護老人ホー

ムに改修する場合    113万円×整備床数  

  エ  居室が多床室である特別養護老人ホームをユニット型特別養護老人ホ

ームに改修する場合   227万円×整備床数  

  オ  居室が多床室である特別養護老人ホームを入所者のプライバシー保護

のために改修する場合   734,000円×整備床数  

 (２ ) 工事費及び事務費に係る実支出額（寄付金その他の収入額を控除した額

とし、事務費については、工事費の  2.6％を限度とする。）  

（交付申請）  

第５条  規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げるも

のとする。  

(１ ) 補助申請額算出調書（第１号様式）  

 (２ ) 事業費内訳書（第２号様式）  

 (３ ) 部屋別面積表（補助対象となる部分に限る。）  

（４）案内図、配置図、平面図及び立面図  

（５）見積書の写し  

（６）定款  

 (７ ) 財産目録  

 (８ ) 貸借対照表  

(９ ) 設計管理委託契約書の写し  

(10) 建設予定地の現況写真  

(11) 工事工程表  

（状況報告）  

第６条  規則第９条の規定による報告は、毎月 10日までに、前月末現在の状況

に係る特別養護老人ホーム整備事業遂行状況報告書（第３号様式）をもって

行うこととする。  

（実績報告）  

第７条  規則第 10 条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。  

(１ ) 歳入歳出決算（見込）書  

 (２ ) 補助精算額算出調書（第４号様式）  

 (３ ) 事業費精算内訳書（第５号様式）  

 

 



 (４ ) 建築検査済証の写し  

 (５ ) 補助対象となった施設の写真  

 (６ ) 支払領収書の写しその他これに準ずるもの  

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第８条  消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助対

象者は、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係

る市が指定する報告書等により、すみやかに市長に対して報告しなければな

らない。この場合において、補助対象者が法人の支部、支社、支所等であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等におい

て消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の

課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。  

２  市長は、前号の規定による報告があった場合には、補助対象者に対し当該

消費税及び地方消費税に係る仕入控除額の全部又は一部の返還を命ずるもの

とする。  

（財産処分の制限）  

第９条  規則第 15条ただし書の規定による市長が定める期間は、補助事業等に

より取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（平成 20年厚生労働省

告示第  384号）に定める耐用年数に相当する期間とする。  

（書類等の整備）  

第 10条  補助金の交付を受けた者は、規則第８条に規定する書類及び帳簿を当

該補助事業の完了した市の会計年度の翌年度から５年間保存しなければなら

ない。  

（その他の事項）  

第 11条  この要綱の施行に必要な事項は、民生局福祉こども部長が定める。  

   附  則  

 この要綱は、平成 19年 11月１日から施行する。  

   附  則  

１  この要綱は、平成 22年４月１日から施行する。  

２  社会福祉施設整備費補助金交付要綱（昭和 53年４月１日制定）及び老人福

祉施設等施設整備費及び設備整備費補助金交付要綱（平成 13年 12月１日制

定）は、廃止する。  

   附  則  

 この要綱は、平成 23年４月１日から施行する。  



   附  則  

 この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和３年８月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

 



第２号様式（第５条第２号関係）  

事業費内訳書  

 

区
分 

費目  総事業費  

年度別内訳  

備考  
     年 度  

予 定  

進 ち ょ く 率  

(%)  

     年 度  

予 定  

進 ち ょ く 率  

(%)  

補
助
対
象
事
業
費 

建築工事  
円  円  円   

補 助 金 額  

円  

附帯工事  
    

 

電気設備  

空調設備  

衛生設備  

昇降機設備  

諸経費  

   当 該 年 度 所 要 額  

円  

(進 ち ょ く 率  %) 

 

工事事務費  
    

計  
    

補
助
対
象
外
事
業
費 

用地買収費  
    

外構工事費  
    

備品購入費  
    

事務雑費  
    

その他  
    

計  
    

合計  

    

 

 (注 ) １  事業が単年度の場合は、総事業費欄のみ記載し、年度別内訳欄  

          の記載は省略すること。  

    ２  事業が複数年度にわたる場合は、各年度別内訳欄に工事の予定  

     進ちょく率を記載し、事業費を予定進ちょく率に応じ按分するこ  

     と。



第３号様式（第６条関係）  

特別養護老人ホーム整備事業遂行状況報告書  

 

                             年  月  日  

 

  （あて先）横須賀市長  

 

                       住所  

                   報告者  氏名  

                       電話  

 

  施   設   名  

 

  設  置  主  体  

 

工 事 着 工 日 

 

  しゅん工予定日  

 

  施設開設予定日  

 

  工事進ちょく率 

 

 

 

  工 事 進 ち ょ く 

状      況  

 

 

 

          １  工事の経過状況を証する写真  

          ２  その他参考となる書類（市長が必要と認めるもの）  

 

 

添  付  書  類  



第５号様式（第７条第３号関係）  

事業費精算内訳書  

 

区
分 

費目  総事業費  

年度別内訳  

備考       年 度  

進 ち ょ く 率  

(%)  

     年 度  

進 ち ょ く 率  

(%)  

補
助
対
象
事
業
費 

建築工事  
円  円  円   

補 助 金 額  

円  

附帯工事  
    

 

電気設備  

空調設備  

衛生設備  

昇降機設備  

諸経費  

   当 該 年 度 所 要 額  

円  

(進 ち ょ く 率  %) 

 

工事事務費  
    

計  
    

補
助
対
象
外
事
業
費 

用地買収費  
    

外構工事費  
    

備品購入費  
    

事務雑費  
    

その他  
    

計  
    

合計  

    

 

 (注 ) １  事業が単年度の場合は、総事業費欄のみ記載し、年度別内訳欄  

          の記載は省略すること。  

    ２  事業が複数年度にわたる場合は、各年度別内訳欄に工事の進ち  

          ょく率を記載し、事業費を進ちょく率に応じ按分すること。  

 

 


